
令 和   8年 遅筆  之K道童力色琵宝埓彗葬詩業 罷霧委 言七令ヒ不棄疋筆

(目 的 )

第 1条 配水施設 の r呆
~境
美化 を保つため、定期 的 に清掃す ることを 目的 とす る。

(委 託場所 )

第 2条  清掃委託場所 は、与儀 ポンプ場敷地 、 山里 ポンプ場敷地、人重 島配水池敷地 、松
本配水池敷地、大里配水池敷地、高原配水池敷地及び胡屋配水池敷地 内 とす る。

(委 託期 間 )

第 3条  委託期 間は、契約締結 の 日か ら令和 9年 3月 81日 まで とす る。

(清 掃回数等 )

第 4条  清掃の回数及 び時期 は下記表 の とお りとし、作業は平 日に行 い、作業 国時 につ い
ては、乙の業務計画 に よるもの とす る。

(清 掃方法 )

第 5条  施設 内の低木 お よび、敷地外へ繁茂 した樹木 については剪定整枝す ること。また、
枯損木 について は伐採 を行 うこと。雑草 は抜 き取 りまたは刈 り取 ること。

空 き缶や ゴ ミ等 につ いて も除去す るもの とす る。

2 刈 り取 つた雑草 、剪 定 した枝等 は 1角又れ出す ること。 この場合 の搬 出車輌 の借料は本契約
の委託料 に含む もの とす る。

(報 告 と請求 )

施設 に出入 りす る際 には、作業 国当 日までに 「沖縄市配水施設 出入表」 を提 出す

回清掃終了後 の作業報告書の提 出後 に委託費の請求ができるもの とす る。

務委託料 の他 に処分費 が出る場合 は、別途請求す ることができ る。

他 )

その他 の疑義 については、 甲乙の協議 に よるもの とす る。

清掃作業の時期

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回

山里ポンプ場

高原配水池
6月 10月 3月

大里配水池

松本配水池

人重島配水池

6月 8月 10月 3月

与儀ポンプ場 6月 8月 10月 3月

胡屋配水池 6月 12月
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